
東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり協議会規約 
 

（設置） 

第１条 東淀川区西部地域において高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成

18 年法律第 91 号。以下「法」という。）の主旨に基づくまちづくりを進めるため、東淀川区西部

地域バリアフリーまちづくり協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 この協議会は、法の目的を踏まえ、区民が東淀川区西部地域の諸課題等について共通認識

を図ると共に、主体的かつ自律的に事業者及び行政などの関係機関と協働する場となり、バリア

フリーまちづくり構想を東淀川区シティ・マネージャー（以下「区ＣＭ」という。）に提案し、区

ＣＭが関係施策をマネジメントすることにより、住民主体の東淀川区西部地域のまちづくりを関

係機関と共に総合的に創出することに寄与することを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第３条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。 

（１） バリアフリーまちづくりに関する課題整理や解決手法の検討 

（２） バリアフリーまちづくりに関連する事業計画の情報提供や連絡調整 

（３） バリアフリーまちづくり構想の作成に向けた協議 

（４） バリアフリーまちづくり構想の提案 

（５） バリアフリーまちづくり構想の実施に係る連絡調整 

（６） 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営や目的の達成に必要な事項 

 

（組織構成） 

第４条 協議会の委員は、学識経験者及び別表第１に掲げる団体が指定する者をもって組織する。 

２ 会長は、東淀川区長をもって充てる。 

３ 会長は、協議会を代表し会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 

５ 学識経験者は、会長が指名する。 

 

（会議） 

第５条 会議は、会長が招集し、議事を進行する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、資料の提出及び説明

その他の協力を求めることができる。 

 

（代理出席）  

第６条 第４条に定める委員が事故その他やむを得ない理由により協議会の会議に出席できないと

きは、あらかじめ会長の承認を得て、当該委員を代理する者が協議会の会議に出席し、協議に加わ

ることができる。 

 

（任期と欠員補充） 

第７条 委員の任期は就任した日から必要な事項が決定するまでの間とする。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、欠員が生じた団体より補充する。 

 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、東淀川区役所において行う。 

 

  



（公開） 

第９条 本会議は、公開する。ただし、大阪市情報公開条例(平成 13年大阪市条例第３号)第７条に

規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議

の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しな

いことができる。 

２ 前項に基づく会議の公開は、東淀川区区政会議公開要領に準じて行うものとする。 

なお、会議を公開しないとすることについては、「協議会」において決定するものとし、会議を公

開しないこととした場合は、その理由を明らかにするものとする。 

 

（部会） 

第 10条 所掌事務を円滑に進めるため、協議会の中に必要に応じて部会を置く。 

２ 各部会に部会長を置き、各部会に属する部会員の互選によりこれを定める。 

３ 部会長は、部会を代表し会務を総理する。 

４ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。 

５ 各部会の設置については、協議会の同意を得て、別に定める。 

 

（部会の運営） 

第 11条 第５条から第８条までの規定は、部会について準用する。この場合、これらの規定中「協

議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と

読み替えるものとする。 

 

（施行の細目） 

第 12条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会において定める。 

附 則 

 この規約は、平成 28年１月 14日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成 29年３月 30日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成 31年３月７日から施行する。 

附 則 

 この規約は、令和２年７月 14日から施行する。 

附 則 

 この規約は、令和３年 11月１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、令和７年３月 31日から施行する。 

 

 



別表第１（第４条関係） 

区 分 団 体 

学識経験者  

地 域 

淡路地域活動協議会 

西淡路地域活動協議会 

啓発地域活動協議会 

東淡路・柴島地域活動協議会 

下新庄地域活動協議会 

菅原地域活動協議会 

新庄地域活動協議会 

豊新地域活動協議会 

東淀川区身体障がい者団体協議会 

事業者 

阪急電鉄株式会社 

大阪府東淀川警察署 

大阪市建設局 

大阪市都市整備局 

行 政 

大阪市東淀川区役所 

大阪市計画調整局         

事務局 大阪市東淀川区役所 

 

 


